
目
　
　
　
次

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
参
議
院
山
梨
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
…
…
…
…
五

公
表
の
一
部
訂
正

○
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
の
一
部
訂
正
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
十
七
条

第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
二
月
十
八
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

戸
　
　
栗
　
　
　
　
　
敏

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
二
号
　
　
平
成
二
十
三
年
二
月
十
八
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
三
年

二
月
十
八
日

号
外
第
十
二
号

金　曜　日

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

そ
の
他
の
政
治
団
体

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

Ｖ
字
回
復
富
士
吉
田
の
会

奥

脇

経

三

宮

下

信

行

富
士
吉
田
市
竜
ヶ
丘
二
│
七
│
二
八

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

一
月
五
日

一
月
七
日

Ｇ
ｒ
ｏ
ｕ
ｐ
零

羽

田

達

彦

天

野

清

彦

南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
二
三
五
│
三

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

一
月
五
日

一
月
十
二
日

勝
俣
進
後
援
会
進
和
会

佐

藤

　

達

加

藤

卓

見

富
士
吉
田
市
新
倉
八
五
二
│
三

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

一
月
十
七
日

一
月
二
十
一
日

富
士
吉
田
の
未
来
を
創
る
会

羽

田

武

信

羽

田

　

稔

富
士
吉
田
市
上
吉
田
九
八
一

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

一
月
十
七
日

一
月
二
十
一
日

山
田
ひ
ろ
ゆ
き
後
援
会

清

水

　

明

藤

島

和

廣

甲
府
市
丸
の
内
二
│
三
八
│
一
四

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

一
月
二
十
五
日

一
月
二
十
五
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
二
号
　
　
平
成
二
十
三
年
二
月
十
八
日

二

燎
原
会

清

水

岩

男

新

井

　

修

北
杜
市
明
野
町
小
笠
原
三
三
二
四

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

二
月
二
日

二
月
四
日

向
山
ひ
か
り
を
支
援
す
る
会

雨

宮

義

一

古

屋

文

康

山
梨
市
小
原
西
一
二
三
二
│
二
二
二

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

二
月
一
日

二
月
七
日

邦
鈴
会

大

柴

邦

彦

滝

口

幸

彦

北
杜
市
明
野
町
小
笠
原
三
三
二
四

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

二
月
二
日

二
月
七
日

石
原
た
か
あ
き
を
支
援
す
る
高
和

尾

倉

孝

男

深

澤

昭

義

中
巨
摩
郡
昭
和
町
押
越
一
四
二

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

会

二
月
六
日

二
月
七
日

根
本
直
幸
後
援
会

根

本

直

幸

根

本

直

幸

甲
府
市
川
田
町
五
八
│
一

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

二
月
七
日

二
月
七
日

小
俣
光
吉
後
援
会

堀

内

玉

夫

宮

下

忠

明

富
士
吉
田
市
新
屋
二
九
一
│
一

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

二
月
七
日

二
月
九
日

信
友
会

窪

田

兼

雄

小

尾

信

輔

甲
府
市
朝
日
三
│
一
一
│
一
八

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

二
月
十
日

二
月
十
日

敏
友
会

樋

口

敏

夫

笠

松

豊

乗

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
三
八
一
〇
│
二

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

二
月
一
日

二
月
十
四
日

誠
邦
会

清

水

岩

男

向

井

忠

男

北
杜
市
明
野
町
小
笠
原
三
三
二
四

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

二
月
十
四
日

二
月
十
四
日

浅
川
た
け
お
を
支
援
す
る
武
志
会

清

水

　

裕

清

水

博

久

中
巨
摩
郡
昭
和
町
押
越
二
一
四
九

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

二
月
十
三
日

二
月
十
五
日

Ｎ
ｅ
ｔ
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
Ｏ
Ｓ
４

浅

川

武

男

依

田

　

敏

中
巨
摩
郡
昭
和
町
押
越
二
一
四
九

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

二
月
十
三
日

二
月
十
五
日

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

区
　
分

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新
　

坂
本
憲
太
郎

山
梨
市
三
富
下
萩
原
一
五
三

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

自
由
民
主
党
三
富
支
部

旧
　

花
輪
今
朝
秋

山
梨
市
三
富
川
浦
一
五
七
〇

一
月
六
日
　

一
月
十
一
日

新
　

岩
　
波
　
富
　
男

五
味
和
比
古

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

大
樹
会

旧
　

河
　
野
　
　
　
博

田
　
中
　
　
　
健

一
月
六
日
　

一
月
十
一
日

新
　

河
　
野
　
　
　
博

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

大
沼
芳
樹
後
援
会

旧
　

村
松
猪
虎
馬

一
月
六
日
　

一
月
十
一
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
二
号
　
　
平
成
二
十
三
年
二
月
十
八
日

三

新
　

菅
　
家
　
達
　
平
　

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

自
由
民
主
党
上
九
一
色
北
支
部

旧
　

河
　
野
　
　
　
位
　

一
月
十
三
日
　

一
月
十
四
日

新
　

網
　
野
　
辰
　
男

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

民
主
党
山
梨
県
第
１
区
総
支
部

旧
　

石

山

裕

康

一
月
十
九
日
　

一
月
十
九
日

新
　

富
士
吉
田
市
新
屋
四
五
八

平
成
二
十
二
年
　

平
成
二
十
三
年

堀
内
茂
後
援
会

旧
　

富
士
吉
田
市
上
吉
田
六
│
一
二
│
一
六

九
月
一
日
　

一
月
二
十
一
日

新
　

飯
　
野
　
　
　
智
　

平
成
二
十
二
年
　

平
成
二
十
三
年

英
友
会

旧
　

林
　
　
　
義
　
嗣

十
二
月
七
日
　

一
月
二
十
一
日

新
　

奥
　
秋
　
　
　
保
　

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

自
由
民
主
党
都
留
市
支
部

旧
　

郷
　
田
　
　
　
至
　

一
月
二
十
七
日
　

一
月
二
十
八
日

新
　

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
二
一
〇
│
五
　

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

英
光
会

旧
　

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
二
〇
八
│
四
　

二
月
二
日
　

二
月
二
日

新
　

雄
峰
会
　

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

旧
　

せ
い
け
ゆ
う
ほ
後
援
会

二
月
三
日
　

二
月
三
日

新

梶
　
原
　
義
　
美
　

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

自
由
民
主
党
河
口
湖
支
部

旧
　

堀
　
内
　
弘
　
一
　

二
月
三
日
　

二
月
四
日

新
　

天
野
一
兵
エ
　

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
三
三
〇
八
　

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

自
由
民
主
党
忍
野
村
支
部

旧
　

渡
　
辺
　
清
　
八

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
一
二
六
　

二
月
一
日
　

二
月
七
日

新
　

い
い
じ
ま
修
と
歩
む
会
玄
友
会
　

金
　
丸
　
年
　
男
　

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

旧
　

飯
島
お
さ
む
と
歩
む
会
玄
友
会

保
　
坂
　
昭
　
泰

二
月
七
日
　

二
月
七
日

新
　

堀
之
内
可
和

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

勝
栄
会

旧
　

仲
　
亀
　
初
　
利

二
月
五
日
　

二
月
八
日

新
　

い
い
じ
ま
修
を
育
て
る
会
　

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

旧
　

飯
島
お
さ
む
を
育
て
る
会

二
月
八
日
　

二
月
八
日

新
　

小
　
林
　
綾
　
子
　

平
成
二
十
二
年
　

平
成
二
十
三
年

山
梨
県
日
本
栄
養
士
連
盟
山
梨
県

旧
　

支
部

齋
　
藤
　
正
　
治
　

五
月
三
十
日
　

二
月
十
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
二
号
　
　
平
成
二
十
三
年
二
月
十
八
日

四

新
　

横
山
勇
志
後
援
会
勇
山
会
　

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

旧
　

Ｌ
ｅ
ｔ，
ｓ
ｇ
ｏ
！
勇
志

二
月
七
日
　

二
月
十
日

新
　

相
　
川
　
　
　
優
　

斎
　
藤
　
　
　
溢
　

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
岩
間
四
一
五
六
　

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

自
由
民
主
党
六
郷
支
部

旧
　

有
　
野
　
良
　
雄

相
　
川
　
　
　
優
　

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
宮
原
一
四
〇
三
　

二
月
七
日
　

二
月
十
四
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
解
散
届

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

広
瀬
元
久
を
支
援
す
る
会

広

瀬

　

進

岡
部
紀
久
雄

甲
州
市
塩
山
上
於
曽
一
九
八
五
　

平
成
二
十
二
年
　

平
成
二
十
三
年

十
二
月
十
日
　

一
月
十
一
日

英
友
会
　

飯

野

　

智

林

　

　

博

甲
府
市
下
鍛
冶
屋
町
九
九
四
　

平
成
二
十
二
年
　

平
成
二
十
三
年

十
二
月
七
日
　

一
月
二
十
一
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
参
議
院
選
挙

宮

川

典

子

仲

澤

正

巳

甲
府
市
丸
の
内
二
│
九
│
三
　

平
成
二
十
二
年
　

平
成
二
十
三
年

区
第
二
支
部

十
二
月
一
日
　

一
月
二
十
八
日

森
田
み
の
る
後
援
会
　

森

田

　

稔

佐

久

間

敏

甲
斐
市
西
八
幡
四
六
一
七
　

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

一
月
三
十
一
日
　

二
月
三
日

修
和
会
　

川

口

宗

典

降

矢

　

懇

甲
府
市
大
里
町
三
二
二
五
│
一
　

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
三
年

十
二
月
三
十
一
日
　

二
月
八
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
二
項
の
届
出
　
資
金
管
理
団
体
指
定
届

氏
　
　
　
　
　
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

指
定
年
月
日

届
出
年
月
日

大

柴

邦

彦

山
梨
県
議
会
議
員

邦
鈴
会

北
杜
市
明
野
町
小
笠
原
三
三
二
四

大

柴

邦

彦

平
成
二
十
三
年

平
成
二
十
三
年

二
月
二
日

二
月
七
日

根

本

直

幸

山
梨
県
議
会
議
員

根
本
直
幸
後
援
会

甲
府
市
川
田
町
五
八
│
一

根

本

直

幸

平
成
二
十
三
年

平
成
二
十
三
年

二
月
七
日

二
月
七
日

樋

口

敏

夫

昭
和
町
議
会
議
員

敏
友
会

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
三
八
一
〇
│
二

樋

口

敏

夫

平
成
二
十
三
年

平
成
二
十
三
年

二
月
一
日

二
月
十
四
日

浅

川

武

男

山
梨
県
議
会
議
員

Ｎ
ｅ
ｔ
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
Ｏ
Ｓ
４

中
巨
摩
郡
昭
和
町
押
越
二
一
四
九

浅

川

武

男

平
成
二
十
三
年

平
成
二
十
三
年

二
月
十
三
日

二
月
十
五
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
届
出
　
資
金
管
理
団
体
指
定
取
消
届

氏
　
　
　
　
　
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

指
定
取
消
年
月
日

届
出
年
月
日



山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号

平
成
二
十
二
年
七
月
十
一
日
執
行
の
参
議
院
山
梨
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
公
職
選
挙
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
入
及
び
支

出
の
報
告
書
に
つ
い
て
、
候
補
者
宮
川
典
子
の
出
納
責
任
者
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
参
議

院
山
梨
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
入
及
び
支
出
の
報
告
書
の
要
旨
の
公
表

（
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
二
日
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お

り
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
十
八
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

戸
　
　
栗
　
　
　
　
　
敏

候
補
者
宮
川
典
子
に
係
る
公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
３
中
　

を
「
自
由
民
主
党
山
梨
県

盟
　
　
政
治
団
体
　
　
　
　
３
０
０，

０
０
０

所
　
　
　
政
治
団
体
　
　
　
　
１
０
０，

０
０
０
」

「
古
屋
　
俊
仁

県
参
議
院
選
挙
区
第
二
支
部
　
政
党
支
部
　
１
３，

２
３
０，

０
０
０
に
、

を
「
古
屋
　
俊
仁
　
税
理
士
　
１
０
０，

０
０
０

」
に
改
め
る
。

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
支

に
関
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
、
福
島
啓
史
郎
後
援
会
山
梨
県
緑
と
食
の
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
一
年
九
月
三

十
日
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
十
八
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

戸
　
　
栗
　
　
　
　
　
敏

収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
中
、
福
島
啓
史
郎
後
援
会
山
梨
県
緑
と
食
の
会
の
う
ち
「
収
入
総
額
●

２
６
９，

３
１
４
円
」
を
「
収
入
総
額
●
２
６
９，

７
４
９
円
」
に
、「
本
年
収
入
額
●
０
円
」
を
「

「

（
３
）
翌
年
へ

２
　
収
入
・

（
１
）
収
入

本
年
収
入
額
　
４
３
５
円
」
に
、
「

翌
年
へ
の
繰
越
額
　
２
６
９，

３
１
４
円
」
を

カ
　
そ
の
他

１
０
万

合
　
計
●

の
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
２
６
９，

７
４
９
円

支
出
の
内
訳

の
内
訳

に
改
め
る
。

の
収
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４
３
５
円

円
未
満
の
収
入
４
３
５
円

４
３
５
円
」

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
六
号

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
二
号
　
　
平
成
二
十
三
年
二
月
十
八
日

五

森

田

　

稔

甲
斐
市
議
会
議
員

森
田
み
の
る
後
援
会

甲
斐
市
西
八
幡
四
六
一
七

森

田

　

稔

平
成
二
十
三
年

平
成
二
十
三
年

一
月
三
十
一
日

二
月
三
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
届
出
　
資
金
管
理
団
体
異
動
届

区
分

氏
　

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名
　

異
動
年
月
日
　

届
出
年
月
日

新

山
梨
県
議
会
議
員

い
い
じ
ま
修
を
育
て
る
会

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

飯
　
島
　
　
　
修

飯
　
島
　
　
　
修

旧
　

甲
府
市
議
会
議
員

飯
島
お
さ
む
を
育
て
る
会

二
月
八
日
　

二
月
八
日

「
自
由
民
主
党
山

山
梨
県
歯
科
医

税
理
士
に
よ
る

山
梨
県
医
師
連

清
水
政
経
研
究

梨
県
参
議
院
選
挙
区
第
二
支
部
　
政
党
支
部
　
１
２
，
５
０
０
，
０
０
０

師
連
盟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
政
治
団
体
　
　
　
　
２
０
０
，
０
０
０

宮
川
典
子
後
援
会
　
　
　
　
　
　
政
治
団
体
　
　
　
　
１
０
０
，
０
０
０
　
　
「
自
由
民
主
党
山
梨
県

盟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
政
治
団
体
　
　
　
　
３
０
０
，
０
０
０

所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
政
治
団
体
　
　
　
　
１
０
０
，
０
０
０
」
「
古
屋
　
俊
仁
●
●
●
●

参
議
院
選
挙
区
第
二
支
部
　
政
党
支
部
　
１
３
，
２
３
０
，
０
０
０
」

自
由
民
主
党
東
京
都
第

税
理
士
　
　
１
０
０
，
０
０
０

「
古
屋
　
俊
仁
　
税
理
士
　
１
０
０
，
０
０
０

２
２
選
挙
支
部
　
政
党
支
部
　
　
３
０
，
０
０
０
」

「
収
入
総
額
●

２
６
９
，
３
１
４
円
」
「
収
入
総
額
●
２
６
９
，
７
４
９
円
」

「
本
年
収
入
額
　
０
円
」
「

「
●
翌
年
へ

２
　
収
入
・

●
収
入

本
年
収
入
額
　
４
３
５
円
」

「
●
翌
年
へ
の
繰
越
額
　
２
６
９
，
３
１
４
円
」

カ
●

合
●

の
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
２
６
９
，
７
４
９
円

支
出
の
内
訳

の
内
訳

そ
の
他
の
収
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４
３
５
円

１
０
万
円
未
満
の
収
入
　
　
　
　
　
　
４
３
５
円

計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４
３
５
円
」

（
）
３

（
）
３

（
）
１



政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
支

に
関
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
、
福
島
啓
史
郎
後
援
会
山
梨
県
緑
と
食
の
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
二
年
十
一
月

二
十
九
日
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
十
八
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

戸
　
　
栗
　
　
　
　
　
敏

収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
中
、
福
島
啓
史
郎
後
援
会
山
梨
県
緑
と
食
の
会
の
う
ち
「
収
入
総
額
●

２
６
９，

３
１
４
円
」
を
「
収
入
総
額
　
２
６
９，

３
１
４
円
」
に
、「
前
年
繰
越
額
　
２
６
９，

３

１
４
円
」
を
「
前
年
繰
越
額
　
２
６
９，

７
４
９
円
」
に
、「
本
年
収
入
額
　
０
円
」
を
「
本
年
収
入

「（
３
）

翌
年
へ
の
繰

２
　
収
入
・
支
出
の

（
１
）

収
入
の
内

額
　
１
９
８
円
」
に
、「（
３
）

翌
年
へ
の
繰
越
額
　
２
６
９，

３
１
４
円
」
を

カ
　
そ
の
他

１
０
万

合
　
計
●
●

越
額
　
　
　
　
２
６
９，

９
４
７
円

内
訳

訳

に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
二
号
　
　
平
成
二
十
三
年
二
月
十
八
日

六

「
収
入
総
額
●

２
６
９
，
３
１
４
円
」

「
収
入
総
額
　
２
６
９
，
９
４
７
円
」

「
前
年
繰
越
額
　
２
６
９
，
３

１
４
円
」

「
前
年
繰
越
額
　
２
６
９
，
７
４
９
円
」

「
本
年
収
入
額
　
０
円
」

「
本
年
収
入

「
●
翌
年
へ
の
繰

２
　
収
入
・
支
出
の

●
収
入
の
内

額
　
１
９
８
円
」

「
●
翌
年
へ
の
繰
越
額
　
２
６
９
，
３
１
４
円
」

カ
　
そ
の
他

１
０
万

合
　
計
●
●

越
額
　
　
　
　
２
６
９
，
９
４
７
円

内
訳
訳の
収
入
　
　
　
　
　
　
　
１
９
８
円

円
未
満
の
収
入
　
　
　
　
１
９
８
円

１
９
８
円
」

（
）
３

（
）
３

（
）
１

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番


